
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号

基
幹
放
送
局
の
開
設
の
根
本
的
基
準

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
七
条
（
申
請
の
審
査
）
の
規
定
の
委
任
に
基
き
、
電
波
監

理
委
員
会
設
置
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
二
十
五
年
十
二
月

二
日
放
送
局
の
開
設
の
根
本
的
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
基
幹
放
送
局
（
地
上
基
幹
放
送
試
験
局
、
衛
星
基
幹
放
送
局
、
衛
星
基
幹
放
送
試
験
局
及

び
基
幹
放
送
を
行
う
実
用
化
試
験
局
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
開
設
の
根
本
的
基
準
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
中
の
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
本
条
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。

一
　
「
基
幹
放
送
局
の
開
設
の
根
本
的
基
準
」
と
は
、
基
幹
放
送
局
の
開
設
の
免
許
に
関
す
る
基
本
的
方
針
を
い

う
。

二
　
「
国
内
放
送
」
と
は
、
日
本
国
内
に
お
い
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
放
送
を
い
う
。

三
　
削
除

四
　
「
国
際
放
送
」
と
は
、
外
国
に
お
い
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
放
送
で
あ
つ
て
、
中
継
国
際
放
送

及
び
協
会
国
際
衛
星
放
送
以
外
の
も
の
を
い
う
。

五
　
「
中
継
国
際
放
送
」
と
は
、
外
国
放
送
事
業
者
（
外
国
に
お
い
て
放
送
事
業
を
行
う
者
を
い
う
。
）
に
よ
り
外

国
に
お
い
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
国
内
の
放
送
局
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送
を
い
う
。

六
　
「
協
会
国
際
衛
星
放
送
」
と
は
、
日
本
放
送
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
外
国
に
お
い
て
受
信

さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
基
幹
放
送
局
又
は
外
国
の
放
送
局
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送
（
人
工
衛
星
の
放
送

局
を
用
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。

七
　
「
内
外
放
送
」
と
は
、
国
内
及
び
外
国
に
お
い
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
放
送
を
い
う
。

八
　
「
衛
星
基
幹
放
送
」
と
は
、
人
工
衛
星
の
放
送
局
を
用
い
て
行
わ
れ
る
基
幹
放
送
を
い
う
。

九
　
「
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
」
と
は
、
自
動
車
そ
の
他
の
陸
上
を
移
動
す
る
も
の
に
設
置
し
て
使
用
し
、

又
は
携
帯
し
て
使
用
す
る
た
め
の
受
信
設
備
に
よ
り
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
基
幹
放
送
で
あ
つ
て
、

衛
星
基
幹
放
送
以
外
の
も
の
を
い
う
。

十
　
「
地
上
基
幹
放
送
」
と
は
、
基
幹
放
送
で
あ
つ
て
、
衛
星
基
幹
放
送
及
び
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
以
外

の
も
の
を
い
う
。

十
一
　
「
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
」
と
は
、
自
己
の
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
る
無
線
局
を
い
う
。

十
二
　
「
放
送
の
種
類
」
と
は
、
中
波
放
送
、
短
波
放
送
、
超
短
波
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
デ
ー
タ
放
送
、

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
、
超
短
波
音
声
多
重
放
送
、
超
短
波
文
字
多
重
放
送
、
超
短
波
デ
ー
タ
多
重
放
送
等
の

種
別
を
い
う
。

十
三
　
「
放
送
番
組
」
と
は
、
放
送
を
す
る
事
項
の
種
類
、
内
容
、
分
量
及
び
配
列
を
い
う
。

十
四
　
「
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
・
エ
リ
ア
」
と
は
、
中
波
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
の
地
上
波
電
界
強
度
（
以
下
「
電

界
強
度
」
と
い
う
。
）
が
毎
メ
ー
ト
ル
五
ボ
ル
ト
以
上
の
区
域
を
い
う
。

十
五
　
「
放
送
区
域
」
と
は
、
一
の
基
幹
放
送
局
（
人
工
衛
星
に
開
設
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
放
送
に
係
る
区
域

で
あ
つ
て
、
中
波
放
送
、
超
短
波
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
、
超
短
波
音
声
多
重

放
送
又
は
超
短
波
文
字
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
区
域
を
い
う
。

（１）
　
中
波
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局

基
幹
放
送
局
の
電
界
強
度
が
、
次
の
表
に
掲
げ
る
電
界
強
度
の
範
囲
に
お
い
て
総
務
大
臣
が
告
示
す
る
値
以
上
で
あ

る
区
域区

域

電
界
強
度
の
範
囲
（
単
位
ミ
リ
ボ
ル
ト
毎
メ
ー
ト
ル
）

高
雑
音
区
域

一
〇
以
上
　
五
〇
以
下

中
雑
音
区
域

二
以
上
　
一
〇
未
満

低
雑
音
区
域

〇
・
二
五
以
上
　
二
未
満

（２）
　
超
短
波
放
送
、
超
短
波
音
声
多
重
放
送
又
は
超
短
波
文
字
多
重
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
（
移
動
受
信
用

地
上
基
幹
放
送
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）

（一）
　
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
行
わ
な
い
も
の

基
幹
放
送
局
の
電
界
強
度
（
地
上
四
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
お
け
る
も
の
と
す
る
。
（
二
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
次

の
表
に
掲
げ
る
電
界
強
度
の
範
囲
に
お
い
て
総
務
大
臣
が
告
示
す
る
値
以
上
で
あ
る
区
域

区
域

電
界
強
度
の
範
囲
（
単
位
ミ
リ
ボ
ル
ト
毎
メ
ー
ト
ル
）

高
雑
音
区
域

三
以
上
　
一
〇
以
下

中
雑
音
区
域

一
以
上
　
三
未
満

低
雑
音
区
域

〇
・
二
五
以
上
　
一
未
満

（二）
　
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
行
う
も
の

基
幹
放
送
局
の
電
界
強
度
が
、
一
セ
グ
メ
ン
ト
当
た
り
毎
メ
ー
ト
ル
〇
・
七
一
ミ
リ
ボ
ル
ト
以
上
で
あ
る
区
域

（３）
　
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
（
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）

基
幹
放
送
局
の
電
界
強
度
（
地
上
十
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
お
け
る
も
の
と
す
る
。
）
が
、
毎
メ
ー
ト
ル
一
ミ
リ
ボ
ル

ト
以
上
で
あ
る
区
域

（４）
　
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
（
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
で

あ
つ
て
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
二
十
三

年
総
務
省
令
第
八
十
七
号
。
以
下
「
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
」
と
い
う
。
）
第
四
章
第
一
節
に
定
め
る

放
送
を
行
う
も
の

基
幹
放
送
局
の
電
界
強
度
（
地
上
四
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
お
け
る
も
の
と
す
る
。
）
が
、
毎
メ
ー
ト
ル√

（
１
．
１

２
）
２×

ｎ
＋
（
０
．
７
１
）
２×

ｍ
ミ
リ
ボ
ル
ト
以
上
で
あ
る
区
域
（
ｎ
は
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
十

一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
Ｏ
Ｆ
Ｄ
Ｍ
フ
レ
ー
ム
に
含
ま
れ
る
三
セ
グ
メ
ン
ト
形
式
の
Ｏ
Ｆ
Ｄ
Ｍ
フ
レ
ー
ム
の
数
と

し
、
ｍ
は
同
項
に
規
定
す
る
Ｏ
Ｆ
Ｄ
Ｍ
フ
レ
ー
ム
に
含
ま
れ
る
一
セ
グ
メ
ン
ト
形
式
の
Ｏ
Ｆ
Ｄ
Ｍ
フ
レ
ー
ム
の
数

と
す
る
。
）

（５）
　
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
及
び
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
（
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
を

行
う
も
の
に
限
る
。
）

（一）
　
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
四
章
第
二
節
に
定
め
る
放
送
を
行
う
も
の

基
幹
放
送
局
の
電
界
強
度
（
地
上
四
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
お
け
る
も
の
と
す
る
。
（
二
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
毎

メ
ー
ト
ル√

（
１
．
１
２
）
２×

ｎ
＋
（
０
．
３
２
）
２×

ｍ
）
ミ
リ
ボ
ル
ト
以
上
で
あ
る
区
域
（
ｎ
は
デ
ジ
タ

ル
放
送
の
標
準
方
式
第
二
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
Ｏ
Ｆ
Ｄ
Ｍ
フ
レ
ー
ム
に
含
ま
れ
る
十
三
セ
グ
メ
ン
ト
形
式

の
Ｏ
Ｆ
Ｄ
Ｍ
フ
レ
ー
ム
の
数
と
し
、
ｍ
は
同
項
に
規
定
す
る
Ｏ
Ｆ
Ｄ
Ｍ
フ
レ
ー
ム
に
含
ま
れ
る
一
セ
グ
メ
ン
ト
形

式
の
Ｏ
Ｆ
Ｄ
Ｍ
フ
レ
ー
ム
の
数
と
す
る
。
）

（二）
　
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
四
章
第
三
節
に
定
め
る
放
送
を
行
う
も
の

基
幹
放
送
局
の
電
界
強
度
が
、
毎
メ
ー
ト
ル
１
．
２
６×

１
０
０
．
５×

ｌ
ｏ
ｇ
（
Ｂ
／
５
．
５
５
）
ミ
リ
ボ
ル
ト

以
上
で
あ
る
区
域
（
Ｂ
は
、
基
幹
放
送
局
の
使
用
す
る
周
波
数
帯
幅
（
単
位
Ｍ
Ｈ
ｚ
）
と
す
る
。
）

（
国
内
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
）

第
三
条
　
国
内
放
送
（
地
上
基
幹
放
送
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
基
幹
放
送
局
は
、
次
の
各
号
（
受
信
障
害

対
策
中
継
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
）
の
条
件
を
満
た
す
ほ
か
、
当
該
基
幹

放
送
局
が
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
電
波
法
第
七
条
第
二
項
第
四
号
ハ
の
規
定
に
よ
り
、
特

定
地
上
基
幹
放
送
局
以
外
の
地
上
基
幹
放
送
局
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
地
上
基
幹
放
送
局
を
用
い
て
地
上
基

幹
放
送
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
が
、
同
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三

十
二
号
）
第
九
十
一
条
第
一
項
の
基
幹
放
送
普
及
計
画
に
適
合
す
る
こ
と
そ
の
他
放
送
の
普
及
及
び
健
全
な
発
達

の
た
め
に
適
切
で
あ
る
こ
と
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1



一
　
そ
の
局
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
が
確
実
に
そ
の
事
業
の
計
画
を
実

施
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二
　
申
請
者
が
設
立
中
の
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
法
人
の
設
立
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

三
　
削
除

四
　
削
除

五
　
そ
の
局
が
協
会
の
基
幹
放
送
局
で
あ
る
と
き
は
、
放
送
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
目
的
を
能
率
的
か
つ
経
済

的
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六
　
そ
の
局
が
地
上
基
幹
放
送
試
験
局
又
は
衛
星
基
幹
放
送
試
験
局
で
あ
る
と
き
は
、
前
各
号
（
受
信
障
害
対
策

中
継
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
）
の
条
件
を
満
た
す
ほ
か
、
次
の
条
件
を

満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（１）
　
試
験
、
研
究
又
は
調
査
の
目
的
及
び
内
容
が
法
令
に
違
反
せ
ず
、
か
つ
、
公
共
の
福
祉
に
寄
与
す
る
も
の

で
あ
る
と
と
も
に
、
放
送
及
び
そ
の
受
信
の
進
歩
発
達
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
試
験
、
研
究
又
は
調
査
の
計
画
が
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
再
免
許
に
つ
い
て
は
、
放
送
法
第
九
十
一
条
第
一
項
の
基
幹
放
送
普
及
計
画
に
適
合
す
る
こ
と
そ
の
他
放
送
の

普
及
及
び
健
全
な
発
達
の
た
め
に
適
切
で
あ
る
こ
と
に
適
合
す
る
こ
と
は
、
過
去
の
実
績
を
も
つ
て
も
証
明
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
受
信
障
害
対
策
中
継
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
は
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
条
件
を
満
た
す
ほ
か
、
そ

の
基
幹
放
送
局
が
再
放
送
を
し
よ
う
と
す
る
地
上
基
幹
放
送
に
つ
い
て
発
生
し
て
い
る
受
信
の
障
害
を
能
率
的
に

解
消
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
衛
星
基
幹
放
送
又
は
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
）

第
三
条
の
二
　
衛
星
基
幹
放
送
又
は
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及

び
第
二
号
の
条
件
を
満
た
す
ほ
か
、
衛
星
基
幹
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
が
衛
星
基
幹
放
送
試
験
局
で
あ
る
と
き

は
同
項
第
六
号
（
１
）
及
び
（
２
）
の
条
件
を
満
た
し
、
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
が
電

波
法
第
二
十
七
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
基
地
局
で
あ
る
と
き
は
そ
の
局
に
係
る
開
設
指
針
の
規
定
に

基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
際
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
）

第
四
条
　
国
際
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
は
、
国
際
放
送
を
行
う
た
め
の
十
分
な
計
画
を
有
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
確

実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
つ
て
、
放
送
法
第
九
十
一
条
第
一
項
の
基
幹
放
送
普
及
計
画
に
適
合
す

る
こ
と
そ
の
他
放
送
の
普
及
及
び
健
全
な
発
達
の
た
め
に
適
切
で
あ
る
こ
と
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
再
免
許
に
つ
い
て
は
、
放
送
法
第
九
十
一
条
第
一
項
の
基
幹
放
送
普
及
計
画
に
適
合
す
る
こ
と
そ
の
他
放
送
の

普
及
及
び
健
全
な
発
達
の
た
め
に
適
切
で
あ
る
こ
と
に
適
合
す
る
こ
と
は
、
過
去
の
実
績
を
も
つ
て
も
証
明
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
中
継
国
際
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
）

第
四
条
の
二
　
中
継
国
際
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
は
、
次
の
各
号
の
条
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
そ
の
局
に
よ
り
中
継
国
際
放
送
を
行
う
こ
と
が
我
が
国
の
国
際
放
送
の
受
信
改
善
を
図
る
上
で
必
要
で
あ
る

こ
と
。

二
　
中
継
国
際
放
送
を
行
う
た
め
の
十
分
な
計
画
を
有
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

（
協
会
国
際
衛
星
放
送
等
を
行
う
基
幹
放
送
局
）

第
四
条
の
三
　
協
会
国
際
衛
星
放
送
又
は
内
外
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
は
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号

の
条
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
基
幹
放
送
局
の
設
置
場
所
等
）

第
五
条
　
基
幹
放
送
局
の
空
中
線
装
置
は
、
航
空
の
安
全
そ
の
他
生
命
、
財
産
の
安
全
に
支
障
を
与
え
な
い
場
所
に

設
置
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
　
中
波
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
送
信
空
中
線
の
設
置
場
所
が
そ
の
放

送
を
し
よ
う
と
す
る
地
域
に
お
け
る
受
信
可
能
な
範
囲
を
最
大
に
し
、
か
つ
、
人
口
密
度
の
高
い
地
帯
に
お
け
る

他
の
放
送
の
受
信
と
の
混
信
を
避
け
る
た
め
に
適
切
な
場
所
と
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
開
設
し
よ
う
と
す
る
基
幹
放
送
局
の
ブ
ラ
ン
ケ
ツ
ト
・
エ
リ
ア
内
の
世
帯
数
は
、
指
針
と
し
て
そ
の

基
幹
放
送
局
の
放
送
区
域
内
の
世
帯
数
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
開
設
し
よ
う
と
す
る
基
幹
放
送
局
の
放
送
区
域
の
全
部
又
は
大
部
分
が
他
の
中
波
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
の

放
送
区
域
の
全
部
又
は
大
部
分
と
な
る
場
合
に
は
、
送
信
空
中
線
の
相
互
間
の
電
磁
的
結
合
等
に
よ
り
放
送
の
受

信
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
局
の
送
信
空
中
線
の
設
置
場
所
は
、
な
る
べ
く
他
の
中
波
放

送
を
行
う
基
幹
放
送
局
の
送
信
空
中
線
の
設
置
場
所
に
近
接
し
た
所
で
あ
る
こ
と
。

３
　
第
一
項
後
段
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
が
実
情
に
そ
わ
な
い
か
又
は
公
共
の
福
祉
に
反
す
る
こ
と
の
証
拠
が
提

出
さ
れ
た
と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
条
件
の
軽
減
に
つ
い
て
適
当
な
考
慮
を
払
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
は
、
総
務
大
臣
は
、
免
許
人
に
対
し
当
該
放
送
の
受
信
に
対
す
る
妨
害
を
除
去
し
、
又
は
そ
の
他
の
正
当
な
苦

情
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条
　
超
短
波
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
超
短
波
音
声
多
重
放
送
又
は
超
短
波
文
字
多
重
放
送
を
行
う
基
幹

放
送
局
（
人
工
衛
星
に
開
設
す
る
も
の
及
び
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
開
設
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
指
針
と
し
て
次
の
各
号
の
条
件
を
満
た
す
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
開
設
し
よ
う
と
す
る
基
幹
放
送
局
の
送
信
空
中
線
の
型
式
及
び
構
成
、
設
置
場
所
（
次
号
の
規
定
に
よ
り
他

の
基
幹
放
送
局
の
送
信
空
中
線
の
設
置
場
所
に
近
接
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
の
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
高
さ

並
び
に
実
効

ふ
く輻

射
電
力
は
、
そ
の
放
送
し
よ
う
と
す
る
地
域
に
お
け
る
そ
の
放
送
の
受
信
が
有
効
に
行
わ
れ
る

た
め
必
要
な
電
界
強
度
を
生
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
開
設
し
よ
う
と
す
る
基
幹
放
送
局
の
送
信
空
中
線
の
設
置
場
所
は
、
そ
の
局
を
開
設
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の

局
又
は
こ
れ
と
放
送
の
種
類
を
同
じ
く
す
る
他
の
基
幹
放
送
局
の
放
送
区
域
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
他
の
基
幹
放
送

局
又
は
当
該
開
設
し
よ
う
と
す
る
基
幹
放
送
局
の
放
送
区
域
の
全
部
又
は
大
部
分
と
共
通
と
な
る
場
合
に
は
、

当
該
他
の
基
幹
放
送
局
の
送
信
空
中
線
の
設
置
場
所
に
近
接
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
が
実
情
に
そ
わ
な
い
か
又
は
公
共
の
福
祉
に
反
す
る
こ
と
の
証
拠
が
提
出
さ
れ

た
と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
条
件
の
軽
減
に
つ
い
て
適
当
な
考
慮
を
払
う
も
の
と
す
る
。

（
既
設
局
等
へ
の
妨
害
排
除
）

第
八
条
　
開
設
し
よ
う
と
す
る
基
幹
放
送
局
は
、
そ
の
局
を
開
設
す
る
こ
と
に
よ
り
既
設
の
無
線
局
（
予
備
免
許
を

受
け
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
若
し
く
は
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
を
受
け
て
い
る
受
信
設
備
の

運
用
又
は
電
波
の
監
視
（
総
務
大
臣
が
そ
の
公
示
す
る
場
所
に
お
い
て
行
な
う
も
の
に
限
る
。
）
に
支
障
を
与
え

な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
基
幹
放
送
の
普
及
）

第
九
条
　
開
設
し
よ
う
と
す
る
基
幹
放
送
局
は
、
第
三
条
及
び
第
六
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
条
件
を
満
た
す

ほ
か
、
そ
の
局
を
開
設
す
る
こ
と
が
放
送
の
公
正
か
つ
能
率
的
な
普
及
に
役
立
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
優
先
順
位
）

第
十
条
　
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
の
各
条
項
（
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
特
定
役
員
及
び
支
配
関
係
の
定
義
並
び
に

表
現
の
自
由
享
有
基
準
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
総
務
省
令
第
二
十
六
号
）
の
各
条
項
を
含
む
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
基
幹
放
送
局
に
割
り
当
て
る
こ
と
の
で
き
る
周
波
数
が
不
足
す
る

場
合
に
は
、
各
条
項
に
適
合
す
る
度
合
い
か
ら
見
て
最
も
公
共
の
福
祉
に
寄
与
す
る
も
の
が
優
先
す
る
も
の
と
す

る
。

２
　
地
上
基
幹
放
送
に
係
る
優
先
順
位
を
決
定
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
以
外
の
地
上
基
幹
放

送
局
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
当
該
免
許
の
申
請
及
び
当
該
地
上
基
幹
放
送
局
を
用
い
て
地
上
基
幹
放
送

の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
の
放
送
法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
を
特
定
地
上
基
幹
放
送

局
の
免
許
の
申
請
に
相
当
す
る
一
の
申
請
と
み
な
し
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
六
月
一
八
日
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
九
号
）
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
九
月
二
九
日
郵
政
省
令
第
三
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
四
月
二
四
日
郵
政
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
五
月
二
五
日
郵
政
省
令
第
一
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の

規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
四
号
（
７
）
及
び
（
８
）
並
び
に
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
は
、
昭

和
三
十
四
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
九
月
一
日
郵
政
省
令
第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
九
月
五
日
郵
政
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
七
月
一
日
郵
政
省
令
第
二
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
第
二
条
第
九
号
の
規
定
に
よ
り
郵
政
大
臣
が
指
定
し
て
い
る
電
界
強
度

は
、
改
正
後
の
同
条
第
七
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
一
二
月
二
四
日
郵
政
省
令
第
三
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
七
月
一
日
郵
政
省
令
第
二
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
に
基
づ
く
告
示
、
処
分
、
手

続
そ
の
他
の
行
為
の
う
ち
、
周
波
数
の
計
量
単
位
と
し
て
、
サ
イ
ク
ル
毎
秒
若
し
く
は
サ
イ
ク
ル
、
キ
ロ
サ
イ
ク

ル
、
メ
ガ
サ
イ
ク
ル
、
ギ
ガ
サ
イ
ク
ル
又
は
テ
ラ
サ
イ
ク
ル
を
用
い
た
も
の
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
降
に

お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
ヘ
ル
ツ
、
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
、
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
、
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
又
は
テ
ラ
ヘ
ル
ツ
を
用
い
た
も

の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
六
月
二
七
日
郵
政
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
九
月
五
日
郵
政
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
五
月
六
日
郵
政
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
一
一
月
二
二
日
郵
政
省
令
第
六
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
一
二
月
一
五
日
郵
政
省
令
第
六
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
四
月
一
九
日
郵
政
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
九
月
二
八
日
郵
政
省
令
第
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
九
月
二
七
日
郵
政
省
令
第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
月
二
五
日
郵
政
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
九
月
二
九
日
郵
政
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
一
月
二
一
日
郵
政
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
月
一
〇
日
郵
政
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
三
月
二
日
郵
政
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
五
日
郵
政
省
令
第
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
一
月
三
〇
日
郵
政
省
令
第
八
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
四
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
二
月
二
日
郵
政
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
二
四
日
郵
政
省
令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
五
月
一
〇
日
郵
政
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
二
月
二
八
日
郵
政
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
四
月
一
一
日
郵
政
省
令
第
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
五
月
二
八
日
郵
政
省
令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
六
月
一
〇
日
郵
政
省
令
第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
九
月
二
四
日
郵
政
省
令
第
六
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
放
送
法
及
び
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
五
十

八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
第
一
項
第
四
号
（
１
８
）
の
改
正
規
定
及
び
同
号
中

（
２
０
）
を
（
２
１
）
と
し
、
（
１
９
）
を
（
２
０
）
と
し
、
（
１
８
）
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
三
日
郵
政
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
六
月
一
一
日
郵
政
省
令
第
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
〇
月
一
日
郵
政
省
令
第
八
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
〇
月
二
八
日
郵
政
省
令
第
八
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
一
日
郵
政
省
令
第
一
〇
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
四
日
郵
政
省
令
第
五
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
二
七
日
郵
政
省
令
第
六
〇
号
）
　
抄

3



（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
七
日
郵
政
省
令
第
八
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
六
月
一
九
日
総
務
省
令
第
八
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
月
二
五
日
総
務
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
月
一
七
日
総
務
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
六
月
九
日
総
務
省
令
第
八
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
九
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
一
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
六
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
九
日
総
務
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
二
六
日
総
務
省
令
第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
二
三
日
総
務
省
令
第
五
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
六
月
二
九
日
総
務
省
令
第
六
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
二
十
三
年
六
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
七
月
二
八
日
総
務
省
令
第
一
〇
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
二
月
二
〇
日
総
務
省
令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
一
〇
日
総
務
省
令
第
一
〇
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
二
七
日
総
務
省
令
第
二
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
放
送
法
及
び
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
。
次
項
に

お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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